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令和８年度 舞鶴市地域医療確保奨学金（医師）の貸付者の募集について 
 

 

本市では、地域医療を担う医師の養成及び確保を図るため、「地域医療機関（※１）」に医師として
勤務しようとする意思を有する方に対して、研修や修学に要する資金を貸与する奨学金制度を設けて
います。 
貸与を受けた期間と同一の期間、地域医療機関において医師として従事いただいた場合は、奨学

金の返還が免除されます。 
このたび、令和８年度の貸与希望者を募集いたしますのでお知らせします。 

 
 ※１「地域医療機関」 
　　　　舞鶴医療センター、舞鶴共済病院、舞鶴赤十字病院、京都府立舞鶴こども療育センター、 
　　　　市立舞鶴市民病院、加佐診療所 

 
記　 

１．応 募 資 格      ：次のいずれかに該当する方で、将来、舞鶴市の地域医療機関に医師として 
　　　　　　　　　勤務する意思のある方 

　　　　　　　　　　　ア．専門研修を受けている医師　　 
　　　　　　　　　　　イ．臨床研修を受けている医師 
　　　　　　　　　　　ウ．大学院生（大学院の医学を履修する課程に在学している医師） 
　　　　　　　　　　　エ．大学生（大学の医学を履修する課程に在学している方） 
　　　　　　　　　　　　　 ※  ただし、大学医学部の「地域枠」により入学された場合は対象外 

　２．募 集 人 員      ：３名程度 

　３．貸 与 金 額      ：月額１５万円 
　　　　　　　　　　　※  産婦人科や小児科、小児外科の診療に従事している又は従事する意思　　　　　　　　
　　　　がある場合は月額２０万円 
 
　４．貸与の期間    ：貸与の決定を受けた年度の４月から１年間 

　５．貸与の決定    ：申請書類、面接審査（新規貸与者のみ）に基づき貸与者を決定 
　　　　　　　　　　　※  貸与の決定は毎年度行います。次年度以降も貸与を希望する場合は、 
　　　　　　　　　　　　毎年度申請書の提出が必要となります。 
 
　６．募 集 締 切　 ：令和８年６月１０日（水） 

　７．申込方法等　：詳細は市ホームページ（下記ウェブサイト）をご確認ください。 
　　　　　　　　　　　※  申請書類一式は、市地域医療課で配布しているほか、ウェブサイト 
　　　　　　　　　　　　からもダウンロード可　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　▼URL：https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kenkou/0000011122.html 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ▼QRコード  ▶▶▶　　 
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